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　○○（以下、「甲」という。）と国立大学法人山口大学（以下、「乙」という。）は、以下のとおり秘密保持契約（以下、「本契約」という。）を取り交す。

（目的）
第１条
　本契約は、　　　　　　　　　　　に係る共同開発の実施の可否についての検討（以下、「本検討」という。）を甲乙が行うにあたり、相互に開示される情報の取り扱い等について定めることをその主な目的とする（以下、情報を開示する者を「開示者」、開示を受ける者を「被開示者」という。）。

（情報の提供等）
第２条
　甲及び乙は、本検討を円滑に遂行するために有用であると自らが認める秘密情報を含む情報を、相手方に適宜開示・提供するものとする。ただし、甲及び乙は、第三者から守秘義務等の制約を課されている情報については、相手方へ開示しないものとし、また開示する義務を負わないものとする。
２．　本契約に基づく情報の開示・提供は、本検討を実施する目的でなされるものであり、情報の開示者は、自己が開示・提供した情報について、被開示者に何らの保証をなすものではなく、被開示者が当該情報を使用したことにより、直接的、間接的又は結果的に生じた損害について責任を負うものではない。

（本検討の実施）
第３条
　本検討の実施期間は、本契約の契約締結日から２０○○年○月○日とする。ただし、甲乙間で別途合意した場合は、この期間を変更することが出来るものとする。
　　　
（秘密情報）
第４条
　　　本契約において秘密情報とは、甲及び乙が本検討のために本契約有効期間中に相手方に開示した情報のうち、以下の各号に掲げる書面等の媒体に記載等された情報、プログラム及びサンプル等をいう。　　　　　　　　
(1) 書面(電子メール及びその添付ファイルを含む。）、図面、写真、電子媒体（フロッピーディスク、(ポータブル外付け）ハードディスク、CD/DVD-ROM、MO、USBメモリーその他一切の電子媒体をいう。以下、同じ。）、その他の有形媒体等で開示した技術上又は営業上の情報のうち、当該媒体に秘密である旨を明示したもの
(2) 口頭又は無形の方式により開示した技術上又は営業上の情報のうち、開示の時点で秘密である旨を相手方に通知し、かかる方式での情報開示があった日から30日以内に、秘密とすべき開示情報の内容、開示の場所、日時及び開示を受けた相手方の従業員等（教職員、学生、役員又は従業員をいう。以下同じ。）の氏名を記載した秘密である旨の明示のある書面を相手方に送付したもの
(3) 相手方に提供するサンプル

（秘密保持）
第５条
甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を秘密として保持し、開示者の事前の書面による同意を得た場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならず、また本検討の実施以外の目的に使用してはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
(1) 開示の時点で既に公知の情報又はその後に被開示者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(4) 開示者の秘密情報又は第７条に定める成果に拠ることなく独自に知得した情報
２．　前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、法令の定めに基づき権限のある官公署により開示を要求されたことを証明できる場合は、秘密情報を当該官公署に対し開示することができる。ただし、この場合、当該当事者は法令等の定めにより当該秘密情報の内容を秘密に保持する手続を取ることができる場合は、当該手続を取るものとし、開示の範囲を必要最小限に止めるべく努力するものとし、可能な範囲で事前に秘密情報の開示者と当該官公署に対する開示の内容及び方法等につき協議するものとする。
３．　第１項の定めにかかわらず、甲又は乙は、自己の子会社、従業員等に対し相手方の秘密情報を開示し、使用させることができる。ただし、開示する相手方に対し本契約に基づき自己が負う義務と同等の義務を負わせ遵守させると共に、当該子会社、従業員等の当該義務の履行について一切の責任を負うものとする。
４．　甲及び乙は、秘密情報を含む書類等の有形媒体及び電子情報について、本検討を実施するために必要最小限の範囲において、複製することができるものとする。
５．　甲及び乙は、本条第１項に基づき、本検討を遂行するためにそれぞれ開示者の同意を得て秘密情報の全部若しくは一部を第三者に開示する場合、本契約に基づき自己が負う義務と同等の義務を当該第三者に負わせ遵守させると共に、当該第三者の当該義務の履行について一切の責任を負うものとする。

（秘密情報の帰属及び返却）
第６条
本検討の実施に関連する、すべての秘密情報の所有権は開示者に帰属するものとする。
２．　秘密情報の被開示者は、開示者の請求があった場合は、開示者の指示に従って受領した当該秘密情報を含む書面（電子メール及びその添付ファイルを含む。）等の有形媒体を速やかに返却若しくは廃棄するものとし、複製物についても開示者の指示に従ってこれを速やかに破棄するものとする。

（知的財産）
第７条
甲及び乙は、本検討の実施によって新たに発明・考案・意匠・ノウハウ等の成果を得た場合はこれを他の当事者に遅滞なく通知し、又は相互に確認するものとし、その取扱いについて、両者で協議するものとする。

（有効期間）
第８条
本契約の有効期間は、本検討の実施期間と同一とする。ただし、第２条第２項、第６条第１項及び第９条の定めは期間の定めなく、第５条及び第７条の定めは３年間、第６条第２項の定めは90日間、本契約終了後もそれぞれなお有効であるものとする。
２．　前項の定めにかかわらず、本検討の結果、共同研究開発に係る契約等、新たな契約を締結した場合は、その契約内容を優先させるものとする。

（関連法令）
第９条
甲及び乙は、輸出管理に関する法令、本検討の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるその他すべての関連法令を遵守するものとする。

（反社会的勢力の排除）
第10条
　甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
一　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という。）第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）のいずれかであること。
二　反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。
三　自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，反社会的勢力を利用するなどしたと認められること。
四　反社会的勢力に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められること。
五　反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
２　甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
一　暴力的な要求行為
二　法的な責任を超えた不当な要求行為
三　取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四　風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五　その他前各号に準ずる行為
３　甲又は乙は、相手方が第１項又は第２項に違反した場合、何らの催告をすることなく本契約を解約することができる。
４　甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。


（協議事項）
第11条
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約に関する解釈上の疑義については、別途協議の上、解決するよう努力するものとする。


以上、本契約成立の証として、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。


　２０○○年　月　日


（住所）
甲：（機関名）
　(役職)（御氏名）


山口県山口市吉田1677番地１
乙：国立大学法人山口大学
　　　　　　　　 学長　　谷澤　幸生
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